
農産物検査法施行規則の規定に基づき標準計測方法を定める件の一部を改正する件について 

令和８年６月 

農林水産省農産局 

１ 改正の趣旨 

農産物検査の合理化を図るため、外国産農産物の小麦、はだか麦、大麦（以下「外国産

麦」という。）における水分の測定方法について見直しを行う。 

２ 改正の内容 

農産物検査法施行規則（平成 13 年３月 14 日農林水産省告示第 332 号）第６条第２項及

び第８条第２項において、農産物検査の方法は標準計測方法により行うこととされている。 

現行の標準計測方法では、外国産麦の水分測定は常圧加熱乾燥法（手動による作業）の

みとなっており、電気水分計による測定は認めていないところ。 

これは、外国産麦については、これまでは電気水分計を使用した場合、大きな誤差が生

じていたことを踏まえたものである。 

現在、外国産麦用の電気水分計は、検査現場で測定の補助として使用されているところ

であるが、 
① 常圧加熱乾燥法との測定誤差がおおむね 0.5％以内と精度が向上していること

② 検査業務の簡素化が図られること

から、外国産麦にも同水分計を用いて測定できることとする。 

３ 施行期日 

令和８年６月 30 日 
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